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「熱中症事故の防止について（通知）」の送付について 

《新型コロナウイルス感染症への学校環境衛生対応関連》 

 

平素、本会学校保健事業につきまして種々ご協力賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

 さて、学校保健に係る新型コロナウイルス感染症への対応した学校運営の

在り方に関して、これまで文部科学省において「①新型コロナウイルス感染

症に対応した学校再開ガイドライン」および、臨時休業を行う際の参考とな

るよう「②新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガ

イドライン」（以下、両者を併せ「ガイドライン」という）また、ガイドライ

ンを補足するものとして「③学校の臨時休業に係る学校運営上の工夫につい

て」の作成および随時改定、併せて学校の衛生管理の観点から「④学校におけ

る新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」を作成した旨、

本会より都道府県医師会学校保健担当理事宛に通知しております（令和2年 

3月31日付(健Ⅰ295)、4月3日付(健Ⅰ16)、4月10日付(健Ⅰ28)、4月21日付(健

Ⅰ38)、5月8日付(健Ⅰ48)、5月26日付(健Ⅰ62・健Ⅰ63)を各参照）。 

 この度、文部科学省において、学校における教育活動の再開等にあたり児

童生徒に対する熱中症事故予防について関係各所に通知が発出され、本会あ

て情報提供がありました。 

つきましては、別添資料をお送りしますので、貴会でもご了知いただくと

ともに会員への周知方、よろしくお願いします。 

今回の主な内容は、下記のとおりです。 

記 

熱中症事故の防止について（通知） 

【令和2年5月27日 文部科学省総合政策局男女共同参画共生社会学習・ 

安全課長および初等中等教育局教育課程課長連名通知】 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う臨時休業の影響により、学

校再開直後から暑くなり始める時期を迎える学校もあること、夏

（公印省略）



季休業期間の短縮や登校日を設けることも考えられるので、その

際の児童生徒等の健康確保に向けた取組に一層留意する必要が

ある。 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、学校教育活動におい

ては、児童生徒等及び教職員は、基本的には常時マスク着用が望

ましいが、熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断

した場合は、マスクを外す対応を取る。 

 夏季休業期間の短縮、登校日の設定を検討するにあたっては、気

象状況等や学校施設における空調設備の有無に合せた活動内容

の設定等にも留意し、児童生徒等の健康確保に十分配慮する。 

以上 
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